
悩みごと総合相談会（無料）
のお知らせ

お問合せ
お申込先

日時　平成 30 年３月３日㈯ 13 時半〜 16 時半
場所　福井健康福祉センター
　　　（福井市西木田２- ８- ８）
内容　個別相談（予約制：お一人約４０分）

弁護士や精神科医師、臨床心理士などが対応。
個人情報は厳守します。

福井健康福祉センター
健康増進課
TEL:0776-36-3429

お問合せ先

　日本を代表する近代作家の自筆資料などを紹介する
ふるさと文学館冬季企画展と、近代日本や福井県の成
り立ちにまつわる資料を紹介する国立公文書館所蔵資
料展をふるさと文学館内で同時開催します。

【開催期間】１月 20 日㈯〜
ふるさと文学館「明治維新 150 年　近代文学の夜明け」

〜３月 25 日㈰
国立公文書館「明治日本とふくいの軌跡」

〜３月 18 日㈰

この冬、明治を二度味わう！！
〜二大企画展を同時開催〜

etc〈その他〉 etc〈その他〉

図書館で気軽にビジネス力アップ！
若手ビジネスパーソンのための講座を開催します

お問合せ先
福井県立図書館
TEL：0776-33-8860
http://www.library-archives.pref.fukui.jp/?page_id=138

⑴ビジネス情報をひきだすっ！
　官報、統計等の活用講座
　2 月 17 日㈯　9：30 〜 12：00
⑵ツールとしての新聞活用講座
　2 月 24 日㈯　13：30 〜 16：30
　講師：川塚康弘氏
　　　　（福井新聞社編集局みんなの新聞部長）

会場は福井県立図書館です。是非ご参加ください。

お問合せ先 福井税務署
TEL:0776-23-2690

　所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、2 月
16 日㈮から 3 月 15 日㈭までです！

【持ち物】
･ 印鑑、申告に必要な書類（本人確認書類（マイナンバー

カード又は通知カード＋運転免許証 等）、源泉徴収
票、医療費の領収書、社会保険料の領収書など）

・昨年の申告書控などが入った「重要書類在中」と記
載してある封筒

　　　※その他、詳しくはお問い合わせ下さい。

確定申告と納税は正しくお早めに

お問合せ先
福井県労働委員会事務局
TEL：0776-20-0597
E-mail：roui@pref.fukui.lg.jp

　解雇・賃金など、労使関係に悩みや困りごとはあり
ませんか？労働問題の専門家（福井県労働委員会委員）
が相談に応じます。予約は不要ですので、お気軽にお
越しください。相談内容の秘密は厳守します。
●日時・場所
　平成 30 年 3 月 17 日㈯
　午後 1 時 30 分〜 4 時 30 分まで
　アオッサ　６階研修室（福井市手寄１丁目４−１）
　詳しくは、下記までお問い合わせください。

職場での悩みごと
無料相談会を開催します

お問合せ先
福井県警察本部　サイバー犯罪対策室
TEL. 0776-22-2880
http://www.pref.fukui.lg.jp/kenkei/

　取引先との関係を壊しかねないサプライチェーン攻
撃が、情報システムや機器等の納入過程で貴社を狙っ
ています。セキュリティ対策を見直しましょう！

（例）・部品、製品サプライヤー（供給者）によるハー
　　　ドウェア製品の意図的な不正改造
　　・ソフトウェアサプライヤーによる情報システム
　　　やソフトウェアへの不正プログラムの埋め込み
　　・運用、保守委託事業者による不正な更新
　　・各委託事業者による不正機能の埋め込み　等

サイバー犯罪に巻き込まれないために！
　サプライチェーン・リスク対策

お問合せ
お申込先

福井商工会議所 経営支援・人材育成課
福井市西木田2-8-1
TEL. 0776-33-8283

　福井商工会議所では毎月第２・４火曜日の午後 1 時
30 分より、弁護士による法律相談を行っています。契
約に関するトラブルや債権回収、顧客からのクレーム
対応など、企業の抱える様々な問題について無料でご
相談いただけます。
　また、毎月第二火曜日は「事業承継相談対応日」と
して事業承継に関する様々なお悩みにも対応いたしま
す。一人で悩む前に、まずはお気軽にお問合せ下さい！

★無料法律相談のお申込みは・・・

「火曜定例法律相談」
　事業承継のご相談にもご利用ください

福井県ふるさと文学館
TEL:0776-33-8866
http://www.library-archives.pref.fukui.jp/

お問合せ
お申込先

福井市福祉保健部 地域包括ケア推進課
TEL. 0776-20-5400（直通）
福井市大手3-10-1

　福井市では、認知症の人にやさしいまちづくりを目
指し、「認知症サポーター養成講座」を実施しています。
　認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認
知症の人や家族を温かく見守る応援者のことです。
　企業や事業所などで気がかりな高齢者への対応や、
働きながら介護をする社員への心配りなど、日頃から
自分にできることを考えてみましょう。
　ぜひ、職場単位での受講をお願いします。

「認知症サポーター養成講座」を
受講しませんか！


